
県
道

道
路
の
種
類

第

千

九

百

二

号

平

成

十

九

年

十

二

月

七

日

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

羽
島
市
正
木
町
曲
利
一
〇
一

九
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

一
〇
一

九
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･

〇
〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
四
五
ペ
ー
ジ

○
高
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

八
四
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

八
四
六

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更
(

同

)

八
四
六

公
安
委
員
会
告
示

○
運
転
免
許
取
得
者
教
育
機
関
の
変
更

(
運
転
免
許
課)

八
四
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
四
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

医
療
整
備
課)
八
四
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要
等

(

農
地
計
画
課)

八
四
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

出
納
管
理
課)

八
四
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
百
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
十
一
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
山
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日



自
由

民
主

党
岐
阜
県
第
三
選
挙
区
支
部

自
由

民
主

党
岐
阜
県
第
三
選
挙
区
支
部

12,522,306

12,522,306

341,810

341,810

11,238,542

11,238,542

21,420,758

21,420,758

45,523,416

45,523,416

4,967,833

4,967,833

0 0

129,360

129,360

923,760

923,760

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

0 0

0 0

1,053,120

1,053,120

694,770

694,770

2,791,000

2,791,000

0 0

9,506,723

9,506,723

0 0

有

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

高
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業

高
山
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

自
由
民
主
党
岐
阜
県
第
三
選
挙
区
支
部
に
係
る
収
支
報
告
書(

平
成
十
八
年
分)

中

｢｢改
め
、
資
産
等
の
内
訳
１
政
党
中

｢自
由
民
主
党
岐
阜
県
参
議
院
選
挙
区
第
三
支
部

�
動
産

(品
目
)
(数

量
)

(取
得
の
価
格
)

(取
得
年
月
日
)

自
動
車

１
台

6,253,711円
平
16年

10月
４
日
｣

を

｢自
由
民
主
党
岐
阜
県
参
議
院
選
挙
区
第
三
支
部

�
動
産

(品
目
)
(数

量
)

(取
得
の
価
格
)

(取
得
年
月
日
)

自
動
車

１
台

6,253,711円
平
16年

10月
４
日

自
由
民
主
党
岐
阜
県
第
三
選
挙
区
支
部

に

�
貸
付
金

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
届
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を

公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

を

｣

に

｣
(貸

付
先
)
(貸

付
残
高
)

武
藤
容
治

1,250,997円
｣

改
め
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子
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株
式
会
社

マ
ジ

オ
ネ
ッ
ト

認
定
教
育
実
施
者

の
名
称

社
会
福
祉
法
人
五
常
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
二
ツ
森

変
更

後

課
程
の
名
称

変

更

事

項

(

区
分)

運
転
に
関
す
る
技
能
及

び
知
識
に
習
熟
し
よ
う

と
す
る
者
に
対
す
る
も

の(

名
称)

マ
ジ
オ
・
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー
教
室

(

普
通
車
・
大
型
自
動

二
輪
車
・
普
通
自
動
二

輪
車
・
原
動
機
付
自
転

車) 変

更

前

社
会
福
祉
法
人
明
邦
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
彩
の
里 変

更
前

(
区
分)

運
転
に
関
す
る
技
能
及

び
知
識
に
習
熟
し
よ
う

と
す
る
者
に
対
す
る
も

の(

名
称)

マ
ジ
オ
・
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー
教
室

(

中
型
車
・
普
通
車
・

大
型
自
動
二
輪
車
・
普

通
自
動
二
輪
車
・
原
動

機
付
自
転
車)

変

更

後

公

示

名
称
の
変
更

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
名
称
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
児
の
生
涯
自
立
を
考
え
る
親
の
会

ワ
ン
ハ
ー
ト

三

代

表

者

の

氏

名

松
波

和
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
関
市
肥
田
瀬
三
二
一
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
の
障
害
に
応
じ
て
、
障
害
児
・
者

を
持
つ
親
の
育
児
支
援
を
目
的
に
支
援
を
受
け
る
事
が
で
き
る
様

に
日
中
一
時
支
援(

送
迎
サ
ー
ビ
ス
付
き)

に
関
す
る
事
業
を
行

う
事
で
障
害
児
・
者
の
生
涯
自
立
に
向
け
て
、
安
定
し
た
親
子
関

係
が
保
た
れ
地
域
で
安
心
し
て
日
常
生
活
が
で
き
る
様
に
、
支
援

の
場
を
設
け
提
供
し
広
く
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
祉
会
・
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
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三

代

表

者

の

氏

名

堀

政
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
林
町
一
丁
目
二
〇
九
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
し
て
自
立
し
た
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
事
業
を
行
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
運
動
器
機
能
開
発
研
究
会

三

代

表

者

の

氏

名

野
村

正
成

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
一
九
番
地
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
に
対
し
て
介
護
予
防
な

ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
保
健
事
業
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

[岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
据
置
型
デ
ジ
タ
ル
式
乳
房
用
Ｘ
線
診
断
装
置
の
調
達
に
関
す
る
落
札
者

等
]

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
据
置
型
デ
ジ
タ
ル
式
乳
房
用
Ｘ
線
診
断
装
置
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

５
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
10月
19日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
鏡
島
南
２
丁
目
８
番
33号

株
式
会
社
八
神
製
作
所
岐
阜
営
業
所

代
表
取
締
役
中
澤
肇

６
契
約
金
額
54,810,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務
局
総
務
課
用
度
担
当

�
所
在
地
岐
阜
市
野
一
色
４
丁
目
６
番
１
号

[岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
で
使
用
す
る
電
気
の
調
達
に
関
す
る
落
札
者
等
]

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
で
使
用
す
る
電
気
8,538,408kW

h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
９
月
４
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
10月
16日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
三
田
敏
雄

６
落
札
金
額
126,082,635円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
務
局
総
務
課
管
財
担
当

�
所
在
地
多
治
見
市
前
畑
町
５
丁
目
161番

地

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
美
濃
加
茂
市
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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新

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

小

草

場

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

可

児

市

役

所

縦

覧

場

所

美
濃
加
茂
市
役
所

縦

覧

場

所

平
成
一
九
・
一
二
・

七
か
ら

同

二
〇
・

一
・
一
一
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
一
九
・
一
二
・

七
か
ら

同

二
〇
・

一
・
一
一
ま
で

縦

覧

期

間

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
可
児
市
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同
条

第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事

業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
総
合
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
運
用
委
託
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

８
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
11月
16日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
名
西
二
丁
目
33番
10号

東
芝
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
中
部
支
社

支
社
長
山
下
研

６
契
約
金
額
602,784,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
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平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
印
刷

平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


